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法令 
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（抄） 

（平成十七年法律第百二十四号） 

第一章 総則（第一条―第五条） 

第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等（第六条―第十九条） 

第三章 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等（第二十条―第二十五条） 

第四章 雑則（第二十六条―第二十八条） 

第五章 罰則（第二十九条・第三十条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって高齢

者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、高齢者虐待の防止等に関

する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、養護者の負担の軽減

を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資する支援（以下「養護者に対

する支援」という。）のための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援

等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。 

（定義等） 

第二条 この法律において「高齢者」とは、六十五歳以上の者をいう。 

２ この法律において「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等（第五

項第一号の施設の業務に従事する者及び同項第二号の事業において業務に従事する者をいう。

以下同じ。）以外のものをいう。 

３ この法律において「高齢者虐待」とは、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等によ

る高齢者虐待をいう。 

４ この法律において「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 

一 養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為 

イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ

又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。 

ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を

与える言動を行うこと。 

ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 

二 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から

不当に財産上の利益を得ること。 

５ この法律において「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行

為をいう。 
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一 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の三に規定する老人福祉施設若しく

は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法（平成九年法律第百二十

三号）第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十七項に規定す

る介護老人福祉施設、同条第二十八項に規定する介護老人保健施設、同条第二十九項に規定

する介護医療院若しくは同法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター（以

下「養介護施設」という。）の業務に従事する者が、当該養介護施設に入所し、その他当該養介護

施設を利用する高齢者について行う次に掲げる行為 

イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務

上の義務を著しく怠ること。 

ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を

与える言動を行うこと。 

ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 

ホ 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 

二 老人福祉法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業又は介護保険法第八条

第一項に規定する居宅サービス事業、同条第十四項に規定する地域密着型サービス事業、同

条第二十四項に規定する居宅介護支援事業、同法第八条の二第一項に規定する介護予防サ

ービス事業、同条第十二項に規定する地域密着型介護予防サービス事業若しくは同条第十六

項に規定する介護予防支援事業（以下「養介護事業」という。）において業務に従事する者が、

当該養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者について行う前号イからホまでに掲げ

る行為 

６ 六十五歳未満の者であって養介護施設に入所し、その他養介護施設を利用し、又は養介護事業

に係るサービスの提供を受ける障害者（障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）第二条

第一号に規定する障害者をいう。）については、高齢者とみなして、養介護施設従事者等による高

齢者虐待に関する規定を適用する。 

（国及び地方公共団体の責務等） 

第三条 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適

切な保護及び適切な養護者に対する支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間

団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに養

護者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう、これらの職務に携わる専門的な人

材の確保及び資質の向上を図るため、関係機関の職員の研修等必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護に資するた

め、高齢者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について必要な広報その他の

啓発活動を行うものとする。 

（国民の責務） 
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第四条 国民は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるととも

に、国又は地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協

力するよう努めなければならない。 

（高齢者虐待の早期発見等） 

第五条 養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護施設

従事者等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を発

見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。 

２ 前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動及び

高齢者虐待を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努めなければならない。 

第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等 

（相談、指導及び助言） 

第六条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止及び養護者による高齢者虐待を受けた高齢者

の保護のため、高齢者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うものとする。 

（養護者による高齢者虐待に係る通報等） 

第七条 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命

又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。 

２ 前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者

は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規

定は、前二項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。 

第八条 市町村が前条第一項若しくは第二項の規定による通報又は次条第一項に規定する届出を

受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項

であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 

（通報等を受けた場合の措置） 

第九条 市町村は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は高齢者からの養護者によ

る高齢者虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確認その他当該

通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、第十六条の規定により当該市

町村と連携協力する者（以下「高齢者虐待対応協力者」という。）とその対応について協議を行う

ものとする。 

２ 市町村又は市町村長は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は前項に規定する

届出があった場合には、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養護者による高齢者虐待の防

止及び当該高齢者の保護が図られるよう、養護者による高齢者虐待により生命又は身体に重大

な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉

法第二十条の三に規定する老人短期入所施設等に入所させる等、適切に、同法第十条の四第一

項若しくは第十一条第一項の規定による措置を講じ、又は、適切に、同法第三十二条の規定によ

り審判の請求をするものとする。 

（居室の確保） 
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第十条 市町村は、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第十条の四第一

項第三号又は第十一条第一項第一号若しくは第二号の規定による措置を採るために必要な居

室を確保するための措置を講ずるものとする。 

（立入調査） 

第十一条 市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生

じているおそれがあると認めるときは、介護保険法第百十五条の四十六第二項の規定により設置

する地域包括支援センターの職員その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当

該高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 

２ 前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示

す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入り及び調査又は質問を行う権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解釈してはならない。 

（警察署長に対する援助要請等） 

第十二条 市町村長は、前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとする場合に

おいて、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該高齢者の住所又は居所の所

在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。 

２ 市町村長は、高齢者の生命又は身体の安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切

に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。 

３ 警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、高齢者の生命又は身体の

安全を確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務の執行を援助

するために必要な警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の定める

ところによる措置を講じさせるよう努めなければならない。 

（面会の制限） 

第十三条 養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第十一条第一項第二号

又は第三号の措置が採られた場合においては、市町村長又は当該措置に係る養介護施設の長

は、養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護の観点から、当該養護者による高齢

者虐待を行った養護者について当該高齢者との面会を制限することができる。 

（養護者の支援） 

第十四条 市町村は、第六条に規定するもののほか、養護者の負担の軽減のため、養護者に対する

相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市町村は、前項の措置として、養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽減を図るため

緊急の必要があると認める場合に高齢者が短期間養護を受けるために必要となる居室を確保す

るための措置を講ずるものとする。 

（専門的に従事する職員の確保） 

第十五条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者

の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するために、これらの事務に専門的に従事する職

員を確保するよう努めなければならない。 

（連携協力体制） 
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第十六条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者

の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するため、老人福祉法第二十条の七の二第一項

に規定する老人介護支援センター、介護保険法第百十五条の四十六第三項の規定により設置さ

れた地域包括支援センターその他関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければな

らない。この場合において、養護者による高齢者虐待にいつでも迅速に対応することができるよう、

特に配慮しなければならない。 

（事務の委託） 

第十七条 市町村は、高齢者虐待対応協力者のうち適当と認められるものに、第六条の規定による

相談、指導及び助言、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は第九条第一項に規定

する届出の受理、同項の規定による高齢者の安全の確認その他通報又は届出に係る事実の確認

のための措置並びに第十四条第一項の規定による養護者の負担の軽減のための措置に関する

事務の全部又は一部を委託することができる。 

２ 前項の規定による委託を受けた高齢者虐待対応協力者若しくはその役員若しくは職員又はこれ

らの者であった者は、正当な理由なしに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らして

はならない。 

３ 第一項の規定により第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は第九条第一項に規定

する届出の受理に関する事務の委託を受けた高齢者虐待対応協力者が第七条第一項若しくは

第二項の規定による通報又は第九条第一項に規定する届出を受けた場合には、当該通報又は届

出を受けた高齢者虐待対応協力者又はその役員若しくは職員は、その職務上知り得た事項であ

って当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 

（周知） 

第十八条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、第七条第一項若しくは第二項の規定による

通報又は第九条第一項に規定する届出の受理、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保

護、養護者に対する支援等に関する事務についての窓口となる部局及び高齢者虐待対応協力者

の名称を明示すること等により、当該部局及び高齢者虐待対応協力者を周知させなければならな

い。 

（都道府県の援助等） 

第十九条 都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互間の連

絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。 

２ 都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の適切な実施を確保するため必要があると

認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。 

第三章 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等 

（養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置） 

第二十条 養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者は、養介護施設従事者等の研修の実施、

当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用し、又は当該養介護事業に係るサービ

スの提供を受ける高齢者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の養介護施設従

事者等による高齢者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。 

（養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等） 
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第二十一条 養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している養介

護施設又は養介護事業（当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う者が設置する

養介護施設又はこれらの者が行う養介護事業を含む。）において業務に従事する養介護施設従

事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村

に通報しなければならない。 

２ 前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者

を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これ

を市町村に通報しなければならない。 

３ 前二項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢

者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。 

４ 養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けた高齢者は、その旨を市町村に届け出ることがで

きる。 

５ 第十八条の規定は、第一項から第三項までの規定による通報又は前項の規定による届出の受

理に関する事務を担当する部局の周知について準用する。 

６ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項から第三項までの

規定による通報（虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。）をすることを妨

げるものと解釈してはならない。 

７ 養介護施設従事者等は、第一項から第三項までの規定による通報をしたことを理由として、解雇

その他不利益な取扱いを受けない。 

第二十二条 市町村は、前条第一項から第三項までの規定による通報又は同条第四項の規定によ

る届出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報又は届出に係る養介護施

設従事者等による高齢者虐待に関する事項を、当該養介護施設従事者等による高齢者虐待に係

る養介護施設又は当該養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る養介護事業の事業所の所

在地の都道府県に報告しなければならない。 

２ 前項の規定は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の

指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市については、厚生労働省令で定め

る場合を除き、適用しない。 

第二十三条 市町村が第二十一条第一項から第三項までの規定による通報又は同条第四項の規

定による届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上

知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。都道

府県が前条第一項の規定による報告を受けた場合における当該報告を受けた都道府県の職員

についても、同様とする。 

（通報等を受けた場合の措置） 

第二十四条 市町村が第二十一条第一項から第三項までの規定による通報若しくは同条第四項

の規定による届出を受け、又は都道府県が第二十二条第一項の規定による報告を受けたときは、

市町村長又は都道府県知事は、養介護施設の業務又は養介護事業の適正な運営を確保するこ

とにより、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養介護施設従事者等による高齢者虐待の防

止及び当該高齢者の保護を図るため、老人福祉法又は介護保険法の規定による権限を適切に

行使するものとする。 
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（公表） 

第二十五条 都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、養介護施

設従事者等による高齢者虐待があった場合にとった措置その他厚生労働省令で定める事項を公

表するものとする。 

第四章 雑則 

（調査研究） 

第二十六条 国は、高齢者虐待の事例の分析を行うとともに、高齢者虐待があった場合の適切な対

応方法、高齢者に対する適切な養護の方法その他の高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高

齢者の保護及び養護者に対する支援に資する事項について調査及び研究を行うものとする。 

（財産上の不当取引による被害の防止等） 

第二十七条 市町村は、養護者、高齢者の親族又は養介護施設従事者等以外の者が不当に財産

上の利益を得る目的で高齢者と行う取引（以下「財産上の不当取引」という。）による高齢者の被

害について、相談に応じ、若しくは消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関を紹

介し、又は高齢者虐待対応協力者に、財産上の不当取引による高齢者の被害に係る相談若しく

は関係機関の紹介の実施を委託するものとする。 

２ 市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある高齢者について、適切

に、老人福祉法第三十二条の規定により審判の請求をするものとする。 

（成年後見制度の利用促進） 

第二十八条 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護

並びに財産上の不当取引による高齢者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見制度の周

知のための措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることに

より、成年後見制度が広く利用されるようにしなければならない。 

第五章 罰則 

第二十九条 第十七条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金

に処する。 

第三十条 正当な理由がなく、第十一条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避

し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは高齢者に

答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、三十万円以下の罰金に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 

（検討） 

２ 高齢者以外の者であって精神上又は身体上の理由により養護を必要とするものに対する虐待の

防止等のための制度については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講

ぜられるものとする。 

３ 高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための制度については、この法律の施行後三年を

目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置

が講ぜられるものとする。 



194 
 

 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則 

（平成十八年厚生労働省令第九十四号） 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成十七年法律第百二十四

号）第二十二条の規定に基づき、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法

律施行規則を次のように定める。 

（市町村からの報告） 

第一条 市町村は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成十七

年法律第百二十四号。以下「法」という。）第二十一条第一項から第三項までの規定による通報

又は同条第四項の規定による届出を受け、当該通報又は届出に係る事実の確認を行った結果、

養介護施設従事者等による高齢者虐待（以下「虐待」という。）の事実が認められた場合、又は更

に都道府県と共同して事実の確認を行う必要が生じた場合には、次に掲げる事項を当該虐待に

係る法第二条第五項第一号に規定する養介護施設又は同項第二号に規定する養介護事業の事

業所（以下「養介護施設等」という。）の所在地の都道府県に報告しなければならない。 

一 養介護施設等の名称、所在地及び種別 

二 虐待を受けた又は受けたと思われる高齢者の性別、年齢及び要介護状態区分（介護保険法

（平成九年法律第百二十三号）第七条第一項に規定する要介護状態区分をいう。）又は要支援

状態区分（同条第二項に規定する要支援状態区分をいう。）その他の心身の状況 

三 虐待の種別、内容及び発生要因 

四 虐待を行った養介護施設従事者等（法第二条第二項に規定する養介護施設従事者等をい

う。以下同じ。）の氏名、生年月日及び職種 

五 市町村が行った対応 

六 虐待が行われた養介護施設等において改善措置が採られている場合にはその内容 

（指定都市及び中核市の例外） 

第二条 法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める場合は、養介護施設等について法第二十

一条第一項から第三項までの規定による通報又は同条第四項の規定による届出があった場合と

する。 

（都道府県知事による公表事項） 

第三条 法第二十五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 虐待があった養介護施設等の種別 

二 虐待を行った養介護施設従事者等の職種 

附 則 

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 
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老人福祉法（抄） 

（昭和三十八年法律第百三十三号） 

（目的） 

第一条 この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健

康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とす

る。 

（基本的理念） 

第二条 老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有す

る者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。 

（福祉の措置の実施者） 

第五条の四 六十五歳以上の者（六十五歳未満の者であつて特に必要があると認められるものを

含む。以下同じ。）又はその者を現に養護する者（以下「養護者」という。）に対する第十条の四及

び第十一条の規定による福祉の措置は、その六十五歳以上の者が居住地を有するときは、その居

住地の市町村が、居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その現在地の市

町村が行うものとする。ただし、同条第一項第一号若しくは第二号の規定により入所している六十

五歳以上の者又は生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第三十条第一項ただし書の

規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設若しく

は同法第三十条第一項ただし書に規定するその他の適当な施設に入所している六十五歳以上の

者については、これらの者が入所前に居住地を有した者であるときは、その居住地の市町村が、こ

れらの者が入所前に居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでなかつた者であるときは、

入所前におけるこれらの者の所在地の市町村が行うものとする。 

２ 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 

一 老人の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 

二 老人の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行

い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。 

（居宅における介護等） 

第十条の四 市町村は、必要に応じて、次の措置を採ることができる。 

一 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支

障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対

応型訪問介護看護（厚生労働省令で定める部分に限る。第二十条の八第四項において同じ。）

若しくは夜間対応型訪問介護又は第一号訪問事業を利用することが著しく困難であると認める

ときは、その者につき、政令で定める基準に従い、その者の居宅において第五条の二第二項の厚

生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜を供与することを委

託すること。 

二 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支

障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する通所介護、地域密着型通所介

護、認知症対応型通所介護若しくは介護予防認知症対応型通所介護又は第一号通所事業を

利用することが著しく困難であると認めるときは、その者（養護者を含む。）を、政令で定める基準
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に従い、当該市町村の設置する老人デイサービスセンター若しくは第五条の二第三項の厚生労

働省令で定める施設（以下「老人デイサービスセンター等」という。）に通わせ、同項の厚生労働

省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者の設置する老人デイサービスセンター等

に通わせ、当該便宜を供与することを委託すること。 

三 六十五歳以上の者であつて、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受ける

ことが一時的に困難となつたものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する短期入所

生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、

その者を、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する老人短期入所施設若しくは第五条

の二第四項の厚生労働省令で定める施設（以下「老人短期入所施設等」という。）に短期間入

所させ、養護を行い、又は当該市町村以外の者の設置する老人短期入所施設等に短期間入所

させ、養護することを委託すること。 

四 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支

障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する小規模多機能型居宅介護又

は介護予防小規模多機能型居宅介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その

者につき、政令で定める基準に従い、その者の居宅において、又は第五条の二第五項の厚生労

働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、同項の

厚生労働省令で定める便宜及び機能訓練を供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜及

び機能訓練を供与することを委託すること。 

五 六十五歳以上の者であつて、認知症（介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症をい

う。以下同じ。）であるために日常生活を営むのに支障があるもの（その者の認知症の原因とな

る疾患が急性の状態にある者を除く。）が、やむを得ない事由により同法に規定する認知症対応

型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を利用することが著しく困難である

と認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、第五条の二第六項に規定する住居に

おいて入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行い、又は当該市町村以外の

者に当該住居において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行うことを委

託すること。 

六 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支

障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する複合型サービス（訪問介護等

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護にあつては、厚生労働省令で定める部分に限る。）に係る

部分に限る。第二十条の八第四項において同じ。）を利用することが著しく困難であると認めると

きは、その者につき、政令で定める基準に従い、第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサ

ービスを供与し、又は当該市町村以外の者に当該サービスを供与することを委託すること。 

２ 市町村は、六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営

むのに支障があるものにつき、前項各号の措置を採るほか、その福祉を図るため、必要に応じて、

日常生活上の便宜を図るための用具であつて厚生労働大臣が定めるものを給付し、若しくは貸

与し、又は当該市町村以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託する措置を採ること

ができる。 

（老人ホームへの入所等） 

第十一条 市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。 
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一 六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由（政令で定めるものに限る。）に

より居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入

所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。 

二 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要

とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法

に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難

であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当

該市町村以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。 

三 六十五歳以上の者であつて、養護者がないか、又は養護者があつてもこれに養護させること

が不適当であると認められるものの養護を養護受託者（老人を自己の下に預つて養護すること

を希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。）のうち政令で定めるも

のに委託すること。 

２ 市町村は、前項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所させ、若しくは

入所を委託し、又はその養護を養護受託者に委託した者が死亡した場合において、その葬祭（葬

祭のために必要な処理を含む。以下同じ。）を行う者がないときは、その葬祭を行い、又はその者を

入所させ、若しくは養護していた養護老人ホーム、特別養護老人ホーム若しくは養護受託者にその

葬祭を行うことを委託する措置を採ることができる。 

（措置の受託義務） 

第二十条 老人居宅生活支援事業を行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入所施

設の設置者は、第十条の四第一項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、こ

れを拒んではならない。 

２ 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置者は、第十一条の規定による入所の委託を受

けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 

（費用の支弁） 

第二十一条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。 

一 第十条の四第一項第一号から第四号まで及び第六号の規定により市町村が行う措置に要す

る費用 

一の二 第十条の四第一項第五号の規定により市町村が行う措置に要する費用 

二 第十一条第一項第一号及び第三号並びに同条第二項の規定により市町村が行う措置に要

する費用 

三 第十一条第一項第二号の規定により市町村が行う措置に要する費用 

（介護保険法による給付等との調整） 

第二十一条の二 第十条の四第一項各号又は第十一条第一項第二号の措置に係る者が、介護保

険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護

予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受け、又は第一号訪問事

業若しくは第一号通所事業を利用することができる者であるときは、市町村は、その限度におい

て、前条第一号、第一号の二又は第三号の規定による費用の支弁をすることを要しない。 

（費用の徴収） 
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第二十八条 第十条の四第一項及び第十一条の規定による措置に要する費用については、これを

支弁した市町村の長は、当該措置に係る者又はその扶養義務者（民法（明治二十九年法律第八

十九号）に定める扶養義務者をいう。以下同じ。）から、その負担能力に応じて、当該措置に要する

費用の全部又は一部を徴収することができる。 

２ 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の市町村に嘱託

することができる。 

（審判の請求） 

第三十二条 市町村長は、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認める

ときは、民法第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七

十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。 

（後見等に係る体制の整備等） 

第三十二条の二 市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定

する後見、保佐及び補助（以下「後見等」という。）の業務を適正に行うことができる人材の育成

及び活用を図るため、研修の実施、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への

推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を

図るため、前項に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならな

い。 

（調査の嘱託及び報告の請求） 

第三十六条 市町村は、福祉の措置に関し必要があると認めるときは、当該措置を受け、若しくは受

けようとする老人又はその扶養義務者の資産又は収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又

は銀行、信託会社、当該老人若しくはその扶養義務者、その雇主その他の関係人に報告を求める

ことができる。 
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介護保険法（抄） 

（平成九年法律第百二十三号） 

（目的） 

第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、

入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者

等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の

理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民

の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。 

（地域支援事業） 

第百十五条の四十五 市町村は、被保険者（当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保

険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特

例適用被保険者を含む。第三項第三号及び第百十五条の四十九を除き、以下この章において同

じ。）の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域に

おける自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で

定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業（以下「介護予防・日常生活支援総合

事業」という。）を行うものとする。 

一 居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者（以下「居宅要支援被保険

者等」という。）に対して、次に掲げる事業を行う事業（以下「第一号事業」という。） 

イ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅にお

いて、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上

の支援を行う事業（以下この項において「第一号訪問事業」という。） 

ロ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚

生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援

又は機能訓練を行う事業（以下この項において「第一号通所事業」という。） 

ハ 厚生労働省令で定める基準に従って、介護予防サービス事業若しくは地域密着型介護予防

サービス事業又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業と一体的に行われる場合に効果

があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援として厚

生労働省令で定めるものを行う事業（ニにおいて「第一号生活支援事業」という。） 

ニ 居宅要支援被保険者等（指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護

予防支援を受けている者を除く。）の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める基準に従

って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第一

号訪問事業、第一号通所事業又は第一号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ

効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業（以下「第一号介護予防支援事業」という。） 

二 被保険者（第一号被保険者に限る。）の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の

軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業（介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防

サービス事業並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業を除く。） 
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２ 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予

防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常

生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとす

る。 

一 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医

療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調

整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事

業 

二 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁

護のため必要な援助を行う事業 

三 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画、施

設サービス計画及び介護予防サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービス

の利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域に

おいて自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業 

四 医療に関する専門的知識を有する者が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する

医療機関その他の関係者の連携を推進するものとして厚生労働省令で定める事業（前号に掲

げる事業を除く。） 

五 被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は

要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業 

六 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化

の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支

援を行う事業 

３ 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業及び前項各号に掲げる事業のほか、厚生労働省

令で定めるところにより、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。 

一 介護給付等に要する費用の適正化のための事業 

二 介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業 

三 その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者（当該市町村の区域内に所在する住所

地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。）の地域における自立し

た日常生活の支援のため必要な事業 

４ 地域支援事業は、当該市町村における介護予防に関する事業の実施状況、介護保険の運営の

状況、七十五歳以上の被保険者の数その他の状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うも

のとする。 

５ 市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関

連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に実施するよう努めるものとする。 

６ 市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、高齢者保健事業（高齢者の医療の確保に関する

法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業をいう。以下この条及び第百十七条第三

項第十号において同じ。）を行う後期高齢者医療広域連合（同法第四十八条に規定する後期高

齢者医療広域連合をいう。以下この条において同じ。）との連携を図るとともに、高齢者の身体的、



201 
 

精神的及び社会的な特性を踏まえ、地域支援事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応

じたきめ細かなものとするため、高齢者保健事業及び国民健康保険法第八十二条第五項に規定

する高齢者の心身の特性に応じた事業（同号において「国民健康保険保健事業」という。）と一体

的に実施するよう努めるものとする。 

７ 市町村は、前項の規定により地域支援事業を行うに当たって必要があると認めるときは、他の市

町村及び後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サー

ビスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報若しくは同

法第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは同法

第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し又は国民

健康保険法の規定による療養に関する情報その他地域支援事業を効果的かつ効率的に実施す

るために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。 

８ 前項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域

連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならな

い。 

９ 市町村は、第六項の規定により地域支援事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた

情報又は記録の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉

サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康

診査若しくは特定保健指導に関する記録又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報を

併せて活用することができる。 

１０ 市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求

することができる。 

（地域包括支援センター） 

第百十五条の四十六 地域包括支援センターは、第一号介護予防支援事業（居宅要支援被保険

者に係るものを除く。）及び第百十五条の四十五第二項各号に掲げる事業（以下「包括的支援事

業」という。）その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生

活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的

に支援することを目的とする施設とする。 

２ 市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。 

３ 次条第一項の規定による委託を受けた者（第百十五条の四十五第二項第四号から第六号まで

に掲げる事業のみの委託を受けたものを除く。）は、包括的支援事業その他第一項の厚生労働省

令で定める事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令

で定める事項を市町村長に届け出て、地域包括支援センターを設置することができる。 

４ 地域包括支援センターの設置者は、自らその実施する事業の質の評価を行うことその他必要な

措置を講ずることにより、その実施する事業の質の向上を図らなければならない。 

５ 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業を実施するために必要なものとして市町村

の条例で定める基準を遵守しなければならない。 

６ 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該

職員の員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項について

は厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 
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７ 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業の効果的な実施のために、介護サービス事

業者、医療機関、民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員、被保険者

の地域における自立した日常生活の支援又は要介護状態等となることの予防若しくは要介護状

態等の軽減若しくは悪化の防止のための事業を行う者その他の関係者との連携に努めなければ

ならない。 

８ 地域包括支援センターの設置者（設置者が法人である場合にあっては、その役員）若しくはその

職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らして

はならない。 

９ 市町村は、定期的に、地域包括支援センターにおける事業の実施状況について、評価を行うとと

もに、必要があると認めるときは、次条第一項の方針の変更その他の必要な措置を講じなければ

ならない。 

１０ 市町村は、地域包括支援センターが設置されたとき、その他厚生労働省令で定めるときは、厚

生労働省令で定めるところにより、当該地域包括支援センターの事業の内容及び運営状況に関

する情報を公表するよう努めなければならない。 

１１ 第六十九条の十四の規定は、地域包括支援センターについて準用する。この場合において、同

条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 

１２ 前各項に規定するもののほか、地域包括支援センターに関し必要な事項は、政令で定める。 

（実施の委託） 

第百十五条の四十七 市町村は、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援

センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところによ

り、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を委託することができる。 

２ 前項の規定による委託は、包括的支援事業（第百十五条の四十五第二項第四号から第六号ま

でに掲げる事業を除く。）の全てにつき一括して行わなければならない。 

３ 前条第七項及び第八項の規定は、第一項の規定による委託を受けた者について準用する。 

４ 地域包括支援センターの設置者は、指定居宅介護支援事業者その他の厚生労働省令で定める

者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業

の一部を委託することができる。この場合において、当該委託を受けた者は、第一項の方針（地域

包括支援センターの設置者が市町村である場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより

当該市町村が示す当該事業の実施に係る方針）に従って、当該事業を実施するものとする。 

５ 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業（第一号介護予防支援事業にあっては、居宅要支

援被保険者に係るものに限る。）については、当該介護予防・日常生活支援総合事業を適切に実

施することができるものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、当該介護予防・

日常生活支援総合事業の実施を委託することができる。 

６ 前項の規定により第一号介護予防支援事業の実施の委託を受けた者は、厚生労働省令で定め

るところにより、当該委託を受けた事業の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができ

る。 

７ 市町村長は、介護予防・日常生活支援総合事業について、第一項又は第五項の規定により、そ

の実施を委託した場合には、当該委託を受けた者（第九項、第百八十条第一項並びに第百八十
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一条第二項及び第三項において「受託者」という。）に対する当該実施に必要な費用の支払決定

に係る審査及び支払の事務を連合会に委託することができる。 

８ 前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村長の同意を得て、厚生労働省

令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生

労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。 

９ 受託者は、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところに

より、利用料を請求することができる。 

１０ 市町村は、第百十五条の四十五第三項各号に掲げる事業の全部又は一部について、老人福

祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の当該市町村

が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。 
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社会福祉法（抄） 

（昭和二十六年法律第四十五号） 

（重層的支援体制整備事業） 

第百六条の四 市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、前条

第一項各号に掲げる施策として、厚生労働省令で定めるところにより、重層的支援体制整備事業

を行うことができる。 

２ 前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基

づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に

対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重

層的に整備する事業をいう。 

一 地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包括的に応じ、

利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、支援関係機関との連絡調整並びに高

齢者、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための援助その他厚生労働省令で定

める便宜の提供を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業 

イ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号から第三号までに掲げる事業 

ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号

に掲げる事業 

ハ 子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業 

ニ 生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業 

二 地域生活課題を抱える地域住民であつて、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに

対し、支援関係機関と民間団体との連携による支援体制の下、活動の機会の提供、訪問による

必要な情報の提供及び助言、現在の住居において日常生活を営むのに必要な援助その他の社

会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものを行う事業 

三 地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保するため

の支援並びに地域生活課題の発生の防止又は解決に係る体制の整備及び地域住民相互の交

流を行う拠点の開設その他厚生労働省令で定める援助を行うため、次に掲げる全ての事業を一

体的に行う事業 

イ 介護保険法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定める

もの 

ロ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業 

ハ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第九

号に掲げる事業 

ニ 子ども・子育て支援法第五十九条第九号に掲げる事業 

四 地域社会からの孤立が長期にわたる者その他の継続的な支援を必要とする地域住民及びそ

の世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情

報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜の提供を包括的かつ継続的に行う事

業 
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五 複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、

複数の支援関係機関が、当該地域住民及びその世帯が抱える地域生活課題を解決するため

に、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制を整備す

る事業 

六 前号に掲げる事業による支援が必要であると市町村が認める地域住民に対し、当該地域住

民に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画の作成そ

の他の包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業 

３ 市町村は、重層的支援体制整備事業（前項に規定する重層的支援体制整備事業をいう。以下

同じ。）を実施するに当たつては、児童福祉法第十条の二第二項に規定するこども家庭センター、

介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条の二第一項に規定する基幹相談支援

センター、生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業を行う者その他の支援関係機

関相互間の緊密な連携が図られるよう努めるものとする。 

４ 市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するに当たつては、住宅確保要配慮者に対する賃貸

住宅の供給の促進に関する法律（平成十九年法律第百十二号）第八十一条第一項に規定する

支援協議会その他の居住の支援に関する機関と緊密に連携しつつ、地域生活課題を抱える地域

住民の居住の安定の確保のために必要な支援を行うよう努めるものとする。 

５ 市町村は、第二項各号に掲げる事業の一体的な実施が確保されるよう必要な措置を講じた上

で、重層的支援体制整備事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の厚生労働省令で定め

る者に委託することができる。 

６ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、

正当な理由がないのに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（支援会議） 

第百六条の六 市町村は、支援関係機関、第百六条の四第五項の規定による委託を受けた者、地

域生活課題を抱える地域住民に対する支援に従事する者その他の関係者（第三項及び第四項に

おいて「支援関係機関等」という。）により構成される会議（以下この条において「支援会議」とい

う。）を組織することができる。 

２ 支援会議は、重層的支援体制整備事業の円滑な実施を図るために必要な情報の交換を行うと

ともに、地域住民が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検

討を行うものとする。 

３ 支援会議は、前項に規定する情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるときは、支援

関係機関等に対し、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に関する資料又は情報の提

供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。 

４ 支援関係機関等は、前項の規定による求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるものと

する。 

５ 支援会議は、当該支援会議を組織している市町村に生活保護法第二十七条の三第一項に規定

する調整会議又は生活困窮者自立支援法第九条第一項に規定する支援会議が組織されている

ときは、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援の円滑な実施のため、これらの会議と相互

に連携を図るよう努めるものとする。 
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６ 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がないのに、支援会議の事務

に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

７ 前各項に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援会議が定め

る。 
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千葉県高齢者虐待対応市町村支援事業実施要領 

１．趣旨 

  この要領は、高齢者虐待防止施策に取り組む市町村を支援するための事業を実施するに当た

り、当該事業を円滑に実施するため必要な事項を定めるものとする。 

 

２．事業の目的 

  本事業は、弁護士及び社会福祉士を中心とした専門職による市町村支援体制を構築し、県内

市町村において、高齢者虐待防止及び高齢者虐待に対する的確な対応が図られるよう支援する

ことを目的とする。 

 

３．支援対象機関 

  本事業における支援の対象機関は、県内市町村高齢者虐待防止主管課及び県内地域包括

支援センター（以下、「市町村等」という。）とする。 

 

４．支援業務 

  本事業において実施する業務は以下のとおりとする。 

  ①高齢者虐待に係る困難事例等に関する相談 

  ②高齢者虐待に係る困難事例等に関する支援者の紹介 

  ③市町村等が開催する高齢者虐待防止に係る研修会、事例検討会等への講師等派遣 

  ④その他高齢者虐待防止等に関し、必要と認められる事項 

 

５．実施体制 

（１）支援者の構成 

  支援業務は、以下の者（以下、「支援者」という。）をもって実施するものとする。 

  ①県内の弁護士をもって組織され、県内全域において本事業を遂行できるものとして、県が委託

した者が指定する者 

  ②県内の社会福祉士をもって組織され、県内全域において本事業を遂行できるものとして、県が

委託した者が指定する者 

  ③前２号のほか、県が特に必要と認めて要請する者 

（２）事務局 

  本事業の事務局は、健康福祉部高齢者福祉課におくものとする。 

 

６．高齢者虐待に係る困難事例等に関する相談 

（１）チームによる支援 

  ４．支援業務 ①は、原則として、弁護士１名、社会福祉士１名で構成される支援チームにより実

施するものとする。 

（２）支援方法 

  ４．支援業務 ①については、市町村等が開催する個別ケース会議等へ支援者を派遣すること

による相談を基本とし、必要に応じて、市町村等の担当者が支援者を訪問すること又は電話をす

ることによる相談を受け付けるものとする。 
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７．高齢者虐待に係る困難事例等に関する支援者の紹介 

  ４．支援業務 ①を利用できない場合等、必要に応じて、４．支援業務 ②を利用するものとする。 

  ４．支援業務 ②は、原則として、弁護士１名、社会福祉士１名で構成される支援チームにより実

施するものとする。 

 

８．実施に係る手続き 

（１）支援の要請 

  市町村等の長は、支援を要請するときは、支援の内容が４．支援業務 ①又は②の場合は別記

第１号様式を、４．支援業務 ③又は④の場合は別記第２号様式を、県高齢者福祉課長（以下、

「課長」という。）に送付するものとする。 

 

（２）支援に係る調整 

  ・事務局は、前項の要請があったときは、５．実施体制（１）①及び②において県が委託した者

（以下、「団体」という。）へ、支援者の調整を要請するものとする。 

  ・団体は、団体が指定した者の中から支援者を選定し、事務局に報告するものとする。 

  ・事務局は、支援者及び要請を行った市町村等の担当者と支援実施日時等を調整するものとす

る。 

  ・課長は、市町村等の長に別記第３号様式により支援決定を行うものとする。 

（３）実績報告 

  市町村等の長は、支援を受けた事業（個別ケース会議・研修等）について、支援終了後２０日

以内に、別記第４号様式により実績報告を作成し、支援者に内容の確認を行った上、課長に報告

するものとする。 

 

９．秘密の厳守 

  この事業に関わる弁護士及び社会福祉士等は、本事業の活動に関して知り得た情報の秘密

を厳守するものとする。 

 

１０．支援業務に係る費用及び支払方法 

  費用及び支払方法は別表のとおりとする。 

 

１１．その他 

  この要領に定めるもののほか必要な事項は、課長が別に定めるものとする。 

 

 附則 この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

 附則 この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

 附則 この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

 附則 この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

 附則 この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 
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 附則 この要領は、令和元年１０月 1日から施行する。 

 

（別表） 

４．支援業務 費 用 支払方法 

①高齢者虐待に係

る困難事例等に関

する相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.個別ケース会議への出席及び訪問を受けることに

よる支援 

 支援に要する時間３０分あたり 

 弁護士５，３００円、社会福祉士２，６５０円 

 ※消費税及び地方消費税を含む。 

 ※支援場所への往復に要する時間を除く。 

 ※３０分未満について切り上げて算出。 

 ※出張を伴う場合は、公共交通機関換算の交通費

相当分を加算。 

 

b.電話による支援 

 １件あたり 

 弁護士２，１５０円、社会福祉士２，１５０円 

※消費税及び地方消費税を含む。 

予算の範囲内で

県が支弁するもの

とする。 

②高齢者虐待に係

る困難事例等に関

する支援者の紹介 

 

同上 支援者、利用市

町村間で決定す

る。 

③市町村等が開

催する高齢者虐待

防止に係る研修

会、事例検討会等

への講師等派遣 

 

支援者、利用市町村間で決定する 同上 

④その他高齢者虐

待防止等に関し、

必要と認められる

事項 

同上 同上 
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別 記 

第１号様式（相談・支援者の紹介用） 

申請日     年  月  日 

 

千葉県健康福祉部高齢者福祉課長  様 

  

○○市（町村））○○○課長     

 （○○地域包括支援センター長）   

 

千葉県高齢者虐待対応市町村支援事業に係る支援要請について 

 

 下記のとおり、標記事業の支援を要請します。 

記 

支 援 内 容 

□虐待に関する困難事例等に関する相談 

□虐待に関する困難事例等に関する支援者の紹介 

 別紙：『高齢者虐待対応アセスメントシート』のとおり 

個
別
ケ
ー
ス
会
議
開
催
を
予
定
し
て
い
る
場
合 

予

定

開

催

年

月

日 

第 １ 

候 補 
  年  月  日   （  時から   時） 

第 ２ 

候 補 
  年  月  日   （  時から   時） 

第 ３

候 補 
  年  月  日   （  時から   時） 

□ 具体的な日程は未定 

召集予定の

関 係 者 
（ 該 当 に

○ ） 

※本事業支援員以外に召集する予定の関係者をご教示ください。 

１在支センター  ２市町村関係課（生活保護担当・障がい担当・その他（   ）） 

３保健センター  ４ケアマネジャー  ５民生委員  ６社協  ７警察  

８介護サービス関係者（訪問介護・デイサービス・グループホーム・その他（   ）） 

９老人福祉施設（特養・養護・ケアハウス・その他（   ））  

１０保健所（精神保健福祉相談員・保健師）  １１中核地域生活支援センター  

１２医療機関  １３弁護士  １４家裁  １５消費者センター  

１６その他（                               ） 

個別ケース会議

参加以外の相談

を希望する場合 
（ 該 当 に レ ） 

□支援者を訪問することによる相談 

□電話による相談 

窓 口 と な る 

担 当 者 の 

連 絡 先 

（   ）市町村（      ）課（    ）地域包括支援センター 

担当者名（         ） 

電話（   ―   ―   ）ＦＡＸ（   ―    ―    ） 

備 考  

※太枠部分のみ御記入ください。 
 

[事務局（千葉県高齢者福祉課）処理欄] （    年  月  日受理） 

【相談概要】 

 

 

事例整理番号   －        
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 別紙 

高齢者虐待対応アセスメントシート 

作成年月日  年  月  日 

通 報 年 月 日    年   月   日 通報者  

被 虐 待 者 

（ 本 人 ） 
男 ・ 女 歳 本人の状況  

虐 待 者 男 ・ 女 歳 関 係  

場 所  

虐 待 の 種 類 身体的 ・ 放棄 ・ 心理的 ・ 性的 ・ 経済的  

虐待の具体的状況 

 

虐 待 の 原 因 
 

本 人 の 意 向 

 

今 後 の 危 険 性 

・ 緊 急 性 

 

対応の方針・目標 

 

助言を求めたい点 

 

担 当 者 所属         職名         氏名 

連 絡 先 

電話 FAX 

Eメール 

※本シートに事案を整理して記入した上でＦＡＸにて御連絡ください。空欄があっても構いません。 

詳細は、別紙（様式不問）にて添付いただいても結構です。 

※FAXを送信する前にお電話で御一報ください。 

【送付・問い合わせ先】千葉県高齢者福祉課 地域活動推進班 ＴＥＬ：０４３－２２３－2342  
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高齢者虐待対応アセスメントシート 記入要領 
① 通報年月日・通報者 

  通報（相談）のあった年月日及び通報（相談）者を書く。 

② 被虐待者 

  虐待を受けている人の性別・年齢、介護度や健康等本人の状況を書く。 

③ 虐待者 

  虐待をしている人の性別・年齢、本人との関係を書く。虐待者が複数いる場合は、具体的な状況の

欄等に記載をお願いします。 

④ 場所 

  自宅、施設、通所先等、虐待が行われている場所を書く。 

⑤ 虐待の種類 

  該当する虐待の種類すべてに○をつける。 

⑥ 虐待の具体的状況 

  確認した虐待の具体的状況を書くこと。いつからのことか、程度、頻度、本人に与えている状況等

を書く。 

⑦ 虐待の原因 

  介護疲れ、相性、障害、無知、恨み、経済的困窮等の理由を書く。 

⑧ 本人の意向 

  被虐待者が助けを求めているか、困っているか、悩んでいるか等を書く。認知症等により、意向が

確認できなければその状況を書く。 

⑨ 今後の危険性・緊急性 

  予測される危険性、被害拡大のおそれ、緊急性と、その判断した理由を書く。 

⑩ 対応の方針・目標 

  危険性や被害拡大の可能性に対して、どのように解決しようとしているのか、その具体的な対応方

法、時期を書く。 

  また、介入後に被虐待者がどうなってほしいのか、目標（期待される効果）を書く。 

⑪ 助言を求める点 

  対応の適正性の確認、介入の方法のアドバイス、保護の後の対処法、会議への出席等、 

専門職等に依頼したい内容とその理由を書く。 

⑫ 担当者 

  本シートを作成した人の所属、職名、氏名を書く。 

⑬ 連絡先 

確実に連絡がとれる連絡先を書く。 

⑭ その他 

  わかる範囲で御記入ください。詳細は、別紙にて添付してください。（様式は不問です。） 

 

 

【送付・問い合わせ先】千葉県高齢者福祉課地域活動推進班 

ＦＡＸ：０４３－２２７－００５０   ＴＥＬ：０４３－２２３－２３４２ 

 
緊急性の判断 
 「緊急な生命の危機状態」にあれば、 直ちに保護して身の安全を確保したり、警察・病院・行政等の然るべ

き機関に連絡し、支援を求めます。 

 生命の危険性，医療の必要性，虐待者との分離の必要性，虐待の程度と本人の健康状態，虐待者の心身の状

態等から総合的に判断します。 
 
 ① 本人が保護救済を強く求めている。 

② 生命に危険な状態。（重度の火傷や外傷・褥そう，栄養失調，衰弱，脱水症状，肺炎等） 

→ 医師に判断を依頼することが有効 

 ③ 生命に危険な行為が行われている。（頭部打撃，顔面打撃，首締め・揺さぶり，戸外放置，溺れさせる

等）  

 ④ 確認できないが，上記に該当する可能性が高い。 
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第２号様式（その他） 

申請日     年  月  日 

 

千葉県健康福祉部高齢者福祉課長  様 

  

           ○○○市（町村））○○○課長   

 （○○地域包括支援センター長）   

 

千葉県高齢者虐待対応市町村支援事業に係る支援要請について 

 

 

 下記のとおり、標記事業の支援を要請します。 

記 

業 務 種 別 
□ 市町村等が開催する高齢者虐待に係る研修会、事例検討会等への講師等派遣 

□ その他高齢者虐待防止等に関し、必要と認められる事項 
※該当する番号に○をつけてください。 

日 時 

 

 
  ※開催予定日や具体的な希望日がある場合に記載してください。 

場 所 

 

 

※開催予定場所や具体的な希望場所がある場合に記載してください。 

 
具体的な内容 

  ※研修の趣旨、テーマ等について御記入ください。 

  ※講師等派遣以外のその他事項の場合は、チームの支援を求める内容を御記入ください。 

 

              窓口となる担当者の連絡先 

所 属  

担 当 者  

電 話  

Ｆ Ａ Ｘ  

Ｅ - m a i l  

 

事例整理番号   －        
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第３号様式 

 

    年  月  日 

 

 

 

○○○市（町村）○○○課長  様 

 (○○地域包括支援センター長)  様 

 

  

 千葉県健康福祉部高齢者福祉課長   

          

 

千葉県高齢者虐待対応市町村支援事業に係る支援要請について（回答） 

 

○○年○○月○○日付けで要請のありましたこのことについて、下記のとおり回答します。 

記 

  

□ 支援要請に下記のとおり対応します。 

 

実 施 日 時      年  月  日 （   時から  時） 

支 援 者 名 
弁護士  （氏名       ）  

社会福祉士（氏名       ） 

実 施 場 所 

（ 相 談 場 所 ） 
 

支 援 業 務 
※該当するものにレ 

□ 高齢者虐待に係る困難事例等に関する相談 

□ 高齢者虐待に係る困難事例等に関する支援者の紹介 

□ 個別ケース会議への参加による相談（支援者の紹介） 

  □ 支援者を訪問することによる相談（支援者の紹介） 

□ 電話による相談（支援者の紹介） 

□ 市町村等が開催する高齢者虐待に係る研修会、事例検討会

等への講師等派遣 

□ その他高齢者虐待防止等に関し、必要と認められる事項 

 

 

  □ 本事業による支援はせず、下記のとおり対応します。 

 

 

 

事例整理番号   －        
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第４号様式 

   年  月  日 

千葉県健康福祉部高齢者福祉課長  様  

           ○○○市（町村））○○○課長   

 （○○地域包括支援センター長）   

 

千葉県高齢者虐待対応市町村支援事業に係る実績報告書 

 

 このことについて、下記のとおり報告します。 

記 

実 施 日      年  月  日  

実 施 時 間 

（ 相 談 時 間 ） 
   ：   ～   ：   （  分） 

支 援 者 名 弁護士  （氏名       ） 社会福祉士（氏名       ） 

実 施 場 所 

（ 相 談 場 所 ） 
 

支 援 業 務 
※該当するものにレ 

□ 高齢者虐待に係る困難事例等に関する相談 

□ 高齢者虐待に係る困難事例等に関する支援者の紹介 

□ 個別ケース会議への参加による相談（支援者の紹介） 

□ 支援者を訪問することによる相談（支援者の紹介） 

□ 電話による相談（支援者の紹介） 

□ 市町村等が開催する高齢者虐待に係る研修会、事例検討会等への講師等

派遣 

□ その他高齢者虐待防止等に関し、必要と認められる事項 

支 援 要 請 所 属 

担 当 者 氏 名 

○○市 ○○地域包括支援センター ・ ○○課 

氏 名 ○○  ○○     （ 電  話 ：     ―     

―     ） 

支 援 （ 相 談 ） 

結 果 の 概 要 
※個人情報に留意し、できるだけ具体的に内容を記載すること。 

※「困難事例等に関する相談（支援者の紹介）」については、以下の４項目に分けて記載するこ

と。 

①助言を求めた点 

 

 

②助言内容 

 

 

③今後の方針 

 

 

④残された課題、引き続き留意すべき点等 

 

 

上記実施報告書のとおり相違ないことを確認しました。 

           支援者主任 氏名              

備考欄 

 

事例整理番号   －        
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個人情報の保護に関する法律（抄） 

（平成十五年法律第五十七号） 

（利用目的の特定） 

第十七条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的（以下「利

用目的」という。）をできる限り特定しなければならない。 

２ 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると

合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 

（利用目的による制限） 

第十八条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定され

た利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 

２ 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継す

ることに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当

該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。 

３ 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 

一 法令（条例を含む。以下この章において同じ。）に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが

困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人

の同意を得ることが困難であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行すること

に対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支

障を及ぼすおそれがあるとき。 

五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術研究

の用に供する目的（以下この章において「学術研究目的」という。）で取り扱う必要があるとき

（当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を

不当に侵害するおそれがある場合を除く。）。 

六 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人デ

ータを学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該個人データを取り扱う目的の一部が学術

研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）。 

（第三者提供の制限） 

第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ない

で、個人データを第三者に提供してはならない。 

一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが

困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人

の同意を得ることが困難であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行すること

に対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支

障を及ぼすおそれがあるとき。 
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五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの提供が

学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき（個人の権利利益を不当に侵害する

おそれがある場合を除く。）。 

六 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データを学術研

究目的で提供する必要があるとき（当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的で

ある場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）（当該個人情報

取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。）。 

七 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研

究目的で取り扱う必要があるとき（当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的であ

る場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）。 

（利用及び提供の制限） 

第六十九条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個

人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保

有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第

三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

二 行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部

で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。 

三 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人

情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務

の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することにつ

いて相当の理由があるとき。 

四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を

提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人

情報を提供することについて特別の理由があるとき。 

３ 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるもの

ではない。 

４ 行政機関の長等は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人

情報の利用目的以外の目的のための行政機関等の内部における利用を特定の部局若しくは機

関又は職員に限るものとする。 
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共生社会の実現を推進するための認知症基本法（抄） 

（令和五年法律第六十五号） 

（基本理念） 

第三条 認知症施策は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、次に

掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

一 全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び

社会生活を営むことができるようにすること。 

二 国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の

人に関する正しい理解を深めることができるようにすること。 

三 認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるものを除去することにより、

全ての認知症の人が、社会の対等な構成員として、地域において安全にかつ安心して自立した

日常生活を営むことができるようにするとともに、自己に直接関係する事項に関して意見を表明

する機会及び社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じてその個性と能力

を十分に発揮することができるようにすること。 

四 認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービ

スが切れ目なく提供されること。 

五 認知症の人に対する支援のみならず、その家族その他認知症の人と日常生活において密接な

関係を有する者（以下「家族等」という。）に対する支援が適切に行われることにより、認知症の

人及び家族等が地域において安心して日常生活を営むことができるようにすること。 

六 認知症に関する専門的、学際的又は総合的な研究その他の共生社会の実現に資する研究等

を推進するとともに、認知症及び軽度の認知機能の障害に係る予防、診断及び治療並びにリハ

ビリテーション及び介護方法、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすための社会

参加の在り方及び認知症の人が他の人々と支え合いながら共生することができる社会環境の整

備その他の事項に関する科学的知見に基づく研究等の成果を広く国民が享受できる環境を整

備すること。 

七 教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野における総合的な取組として行

われること。（認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護） 

第十七条 国及び地方公共団体は、認知症の人の意思決定の適切な支援及び権利利益の保護を

図るため、認知症の人の意思決定の適切な支援に関する指針の策定、認知症の人に対する分か

りやすい形での情報提供の促進、消費生活における被害を防止するための啓発その他の必要な

施策を講ずるものとする。 

  


